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は
じ
め
に

　船
井
郡
京
丹
波
町
は
、
京
都
府
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
。
周
囲
は
南
丹
市
、
福

知
山
市
、
兵
庫
県
丹
波
篠
山
市
、
綾
部
市
と
接
し
て
い
る
。
面
積
が
約
三
〇
三
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
そ
の
八
割
を
森
林
が
占
め
て
い
る
［
京
丹
波
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
］。
人
口
は
二
〇
二
五
年
一
一
月
時
点
で
約
一
二
〇
〇
〇
人
で
あ
り
、
年
々
減
少

傾
向
と
な
っ
て
い
る
［
京
丹
波
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
］。
江
戸
時
代
に
は
、
川
筋
に
ひ

ら
け
た
交
通
が
交
わ
る
地
域
だ
っ
た
た
め
、
山
陰
街
道
筋
と
し
て
栄
え
、
宿
場
町
も

形
成
さ
れ
て
い
た
［
丹
波
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
：
三
八
三
頁
］。
現
在
で
は
、
国
道

が
通
っ
て
お
り
、
町
民
以
外
の
人
々
も
交
通
の
要
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
明
治

二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
は
九
つ
の
村
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
何
度
か
合
併
を
繰

り
返
し
、平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
京
丹
波
町
と
し
て
現
在
の
形
に
な
っ
た
［
京

丹
波
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
］。

　そ
ん
な
京
丹
波
町
に
は
、
筆
者
の
祖
母
の
家
が
あ
る
。
お
盆
な
ど
の
年
中
行
事
の

際
に
は
、
古
い
墓
や
位
牌
と
い
っ
た
存
在
に
筆
者
自
身
も
触
れ
て
き
た
た
め
、
先
祖

や
当
時
の
地
域
に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
た
。
先
行
研
究
を
調
査
し
て
い
く
に
あ
た
り

『
丹
波
町
誌
』
を
用
い
た
が
、
自
治
体
史
に
は
産
業
や
農
作
物
な
ど
昭
和
に
入
っ
て

か
ら
の
状
況
を
記
載
し
て
い
る
部
分
が
多
く
、
歴
史
や
当
時
の
人
々
の
生
活
に
関
す
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る
記
述
が
少
な
か
っ
た
。

　そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
こ
れ
ま
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
京
丹
波
町
地

域
の
歴
史
と
人
々
の
生
活
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
特
に
、
筆
者
の
祖
母
宅

が
位
置
す
る
京
丹
波
町
蒲こ

生も

地
域
を
取
り
上
げ
る
。
祖
母
宅
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら

の
先
祖
の
墓
や
位
牌
、
古
文
書
な
ど
の
資
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
調
査
す

れ
ば
、
当
時
の
人
々
の
生
活
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
だ
。

　最
初
に
、
祖
母
へ
直
接
聞
き
取
り
を
行
い
、
祖
母
の
知
る
限
り
の
蒲
生
地
域
の
情

報
を
収
集
す
る
。
ま
た
、
資
料
か
ら
祖
母
方
で
あ
る
上
田
家
の
先
祖
に
つ
い
て
判
明

し
た
こ
と
を
通
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
お
け
る
当
該
地
域
の
歴
史
と

人
々
の
生
活
を
論
じ
て
い
く
。

第
一
章

　
調
査
資
料
に
つ
い
て

第
一
節

　
祖
母
へ
の
聞
き
取
り

　ま
ず
、
祖
母
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
祖
母
は
京
丹
波
町
蒲
生
地
域
で
長
く

生
活
し
て
お
り
、
自
治
体
史
な
ど
に
載
っ
て
い
な
い
地
域
の
情
報
も
得
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　祖
母
は
、
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
に
現
在
の
京
丹
波
町
蒲
生
に
生
ま
れ
、
誕

生
以
来
現
在
ま
で
同
地
域
に
住
み
続
け
て
い
る
。
ち
な
み
に
蒲
生
に
あ
る
祖
母
宅
は
、

祖
母
が
継
い
だ
家
で
あ
る
。
祖
母
に
は
兄
妹
が
い
た
が
、
そ
の
中
に
家
を
継
げ
る
男

児
が
い
な
か
っ
た
た
め
長
女
で
あ
っ
た
祖
母
が
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
、

本
論
で
取
り
あ
げ
る
古
文
書
な
ど
の
資
料
は
、
祖
母
方
の
先
祖
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　次
に
、
祖
母
の
子
ど
も
時
代
に
お
け
る
蒲
生
地
域
で
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
聞
き

取
っ
た
。
当
時
の
蒲
生
地
域
で
は
、
住
民
は
農
家
と
し
て
米
作
り
に
専
念
し
て
い
た
。

周
囲
は
田
ん
ぼ
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
耕
運
機
等
が
な
い
時
代
だ
っ
た
た
め
、
農
機
具

の
代
わ
り
と
し
て
耕
作
用
に
牛
を
飼
っ
て
い
る
家
庭
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
祖
母
の

家
庭
も
農
業
を
生
業
と
し
て
い
た
た
め
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
米
作
り
を
手
伝
っ
て
い

た
そ
う
だ
。
祖
母
に
よ
る
と
、祖
母
の
曾
祖
父
の
代
に
は
既
に
農
家
だ
っ
た
と
い
う
。

四
月
末
か
ら
稲
の
苗
の
種
ま
き
を
行
い
、
田
植
え
に
向
け
た
田
ん
ぼ
の
整
地
や
肥
料

の
準
備
を
始
め
る
。
当
時
、
祖
母
の
家
で
も
黒
牛
を
一
頭
飼
っ
て
お
り
、
そ
の
牛
の

糞
を
肥
料
に
し
て
農
業
に
利
用
し
て
い
た
。
六
月
に
な
る
と
田
植
え
を
行
い
、
夏
の

時
期
は
田
ん
ぼ
に
生
え
る
雑
草
を
取
り
除
い
て
い
た
。
秋
祭
り
が
済
ん
だ
一
〇
月
下

旬
ご
ろ
か
ら
稲
を
収
穫
し
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
作
業
し
て
い
た
と
い
う
。
収

穫
後
は
、
稲
を
干
し
て
、
稲
こ
き
で
籾
を
選
別
し
、
唐
箕
を
利
用
し
て
籾
殻
を
取
り

除
く
。
そ
の
後
、
編
ん
で
作
っ
た
俵
に
収
穫
し
た
米
を
摘
め
て
農
協
に
出
荷
し
て
い

た
。
出
荷
の
際
に
米
が
検
査
に
か
け
ら
れ
る
た
め
、
籾
殻
な
ど
が
混
入
し
て
米
の
価

値
が
落
ち
な
い
よ
う
に
何
度
も
選
別
を
行
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
一
俵
に
つ
き
約
六
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム
の
米
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
一
〇
袋
以
上
は
収
穫
し

て
い
た
と
い
う
。

　こ
の
時
代
、
農
業
は
全
て
手
作
業
で
あ
っ
た
た
め
、
体
力
的
に
も
き
つ
い
作
業
で

あ
っ
た
と
祖
母
は
語
っ
た
。
米
の
収
穫
が
終
わ
る
と
、
二
毛
作
と
し
て
麦
作
り
も
行
っ

て
い
た
。
米
は
「
年
貢
」
と
し
て
納
め
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
が
、
麦
は
そ
の
必

要
が
無
か
っ
た
た
め
家
庭
用
と
し
て
収
穫
し
、
麦
米
に
し
て
食
べ
て
い
た
。
冬
に
な

る
と
農
作
業
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
こ
の
地
域
一
帯
で
一
月
ご
ろ
に
山
に
入
り
、

風
呂
や
料
理
で
使
用
す
る
一
年
分
の
薪
を
取
り
に
行
っ
た
。

　ま
た
、
祖
母
が
ま
だ
小
さ
い
頃
に
は
祖
母
の
父
は
、
一
二
月
か
ら
翌
四
月
ご
ろ
ま

で
九
州
へ
出
稼
ぎ
に
行
き
、
家
族
の
生
活
を
支
え
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
の
他
、
農
業

以
外
の
地
域
の
産
業
に
も
手
伝
い
と
し
て
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。
祖
母
の
母
は
、

近
所
に
あ
っ
た
蚕
の
養
殖
場
に
農
業
の
合
間
を
縫
っ
て
手
伝
い
に
行
っ
て
い
た
。
祖

母
も
学
生
時
代
に
、
国
の
政
策
の
一
環
と
し
て
近
隣
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
植
樹
の

苗
作
り
に
参
加
し
て
い
た
そ
う
だ
。
祖
母
は
、
当
時
米
の
値
が
非
常
に
安
か
っ
た
た

め
、
農
家
と
し
て
の
稼
ぎ
だ
け
で
は
厳
し
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
支
払
わ
れ
た
給

料
は
、
一
年
分
を
ま
と
め
て
受
け
取
っ
て
い
た
た
め
、
金
銭
の
や
り
く
り
に
も
苦
労

し
て
い
た
そ
う
だ
。

　さ
ら
に
戦
後
の
蒲
生
地
域
に
つ
い
て
聞
き
取
っ
た
。
ち
な
み
に
戦
前
ま
で
は
、
自

分
た
ち
の
所
有
地
も
あ
っ
た
が
、
土
地
を
地
主
か
ら
借
り
て
農
業
を
す
る
小
作
に

よ
っ
て
米
作
り
を
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
祖
母
の
家
庭
だ
け
で
な
く
、
蒲
生

地
域
全
体
で
小
作
農
が
行
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
に
な
る
と
、
農
地

解
放
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
小
作
地
を
安
い
値
段
で
購
入
し
、
自
分
た
ち
の
土
地
と
し

て
農
業
を
行
っ
て
い
た
。
祖
母
は
婿
養
子
を
と
っ
て
結
婚
し
た
後
は
、
夫
は
大
工
と

し
て
働
き
、
祖
母
や
そ
の
父
と
母
は
農
家
と
し
て
働
い
て
生
活
し
て
い
た
。
田
植
え
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や
稲
刈
り
な
ど
農
業
が
忙
し
く
な
る
時
期
は
、
夫
も
農
作
業
に
加
わ
り
家
族
総
出
で

作
業
し
て
い
た
。
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
た
こ
ろ
に
は
農
業
も
機
械
化
が
進
み
、

そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
飼
っ
て
い
た
牛
を
手
放
し
て
農
業
機
械
を
購
入
し
た
。
手
作
業

だ
っ
た
こ
ろ
に
比
べ
て
農
作
業
は
格
段
に
や
り
や
す
く
な
っ
た
が
、
機
械
の
手
入
れ

や
故
障
し
た
際
の
修
理
に
は
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
い
、
経
済
的
負
担
は
大
き
か
っ

た
と
い
う
。
国
が
主
体
の
減
反
政
策
が
進
め
ら
れ
る
と
、
蒲
生
地
域
で
も
田
地
を
減

ら
す
動
き
が
活
発
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
減
ら
し
た
田
地
跡
に
米
以
外
の
作
物
を

植
え
る
転
作
が
行
わ
れ
、黒
豆
な
ど
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
黒
豆
の
栽
培
は
、

現
在
で
も
蒲
生
地
域
だ
け
で
な
く
京
丹
波
町
全
域
で
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　夫
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
田
ん
ぼ
で
あ
っ
た
土
地
も
手
放
し
、
現
在
で
は
稲
作
を

行
っ
て
は
い
な
い
。
黒
豆
づ
く
り
は
、
祖
母
と
そ
の
息
子
が
主
体
と
な
っ
て
続
け
て

い
る
が
、
そ
の
年
の
気
象
状
況
に
よ
っ
て
は
栽
培
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
祖
母
が
幼

い
と
き
の
よ
う
に
家
族
経
営
の
農
家
と
し
て
の
生
活
は
送
っ
て
い
な
い
が
、
家
庭
菜

園
な
ど
祖
母
個
人
で
行
っ
て
い
る
も
の
は
自
宅
前
の
土
地
を
畑
と
し
て
利
用
し
続
け

て
い
る
。

　以
上
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
、
現
在
は
農
家
と
し
て
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
い
が
、

祖
母
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
農
業
を
基
盤
に
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
戦
後

の
改
革
や
機
械
化
が
進
ん
だ
こ
と
で
蒲
生
地
域
で
も
農
業
の
や
り
方
は
大
き
く
変
化

し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
農
業
は
家
族
経
営
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

地
域
の
産
業
に
も
協
力
し
、
住
民
と
関
わ
る
機
会
も
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

第
二
節

　
墓
と
位
牌

　本
節
で
は
、
先
祖
の
生
き
た
証
で
あ
る
墓
と
祖
母
宅
の
位
牌
に
関
す
る
調
査
を

行
っ
た
。

　ま
ず
は
墓
の
調
査
で
あ
る
。
祖
母
を
伴
っ
て
墓
地
へ
向
か
い
、
先
祖
の
埋
葬
地
点

や
埋
葬
者
の
情
報
な
ど
を
聞
き
取
っ
た
。
同
時
に
、
墓
石
に
刻
ま
れ
て
い
る
銘
文
を

確
認
し
、
埋
葬
地
点
な
ど
を
図
に
表
し
た
。
先
祖
の
墓
は
、
祖
母
の
自
宅
か
ら
ほ
ど

近
い
森
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
森
に
広
い
空
間
が
あ
り
、
そ
こ
に
多
数
の
墓
石
と

土
で
盛
っ
た
埋
葬
跡
が
残
っ
て
い
る
。
一
族
が
同
じ
墓
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
個
別
の
墓
石
で
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。

　墓
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
あ
り
、
戒
名
が
刻
ま
れ
た
墓
石
の
あ
る
墓
と
埋
葬
場

所
に
土
を
盛
っ
た
だ
け
の
墓
石
の
な
い
墓

が
あ
る
。
空
間
を
取
り
囲
む
よ
う
に
コ
の

字
型
に
墓
石
が
並
ん
で
お
り
、
墓
石
の
な

い
墓
が
そ
の
内
側
に
点
在
し
て
い
る
。
数

と
し
て
は
、
墓
石
の
あ
る
墓
が
一
七
、
墓

石
の
無
い
墓
が
一
八
で
あ
っ
た
。そ
の
他
、

墓
地
の
中
央
に
石
碑
が
二
基
並
ん
で
い

る
。
墓
石
の
あ
る
墓
を
四
角
、
墓
石
の
無

い
墓
を
丸
、
中
央
に
あ
る
四
角
を
石
碑
と

し
て
墓
地
の
埋
葬
地
点
を
下
記
の
図
に
ま

と
め
た
（
図
）。

　墓
石
の
あ
る
墓
は
、
戒
名
が
刻
ま
れ
て

い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
没

年
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
か
っ

た
。
そ
の
一
つ
に
「
享
保
八
年
」
と
刻
ま

れ
て
い
る
墓
石
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
少

な
く
と
も
一
八
世
紀
前
期
か
ら
こ
の
地
域
で
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、

墓
石
の
無
い
墓
は
、
祖
母
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
先
ほ
ど
の
図
の
左
側
に
集
中

し
て
祖
母
か
ら
近
い
親
族
が
多
く
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
墓
石
が
無
い
た
め
、
ど
こ
に

誰
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
か
は
祖
母
の
記
憶
を
頼
り
に
し
て
確
認
し
た
。
し
か
し
、
図

の
右
側
は
祖
母
で
も
誰
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
の
か
分
か
ら
ず
、
埋
葬
者
を
全
て
把
握

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　続
い
て
位
牌
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
祖
母
宅
に
て
残
っ
て
い
る
位
牌
を
確
認
し
、

戒
名
と
没
年
、
生
前
時
の
名
前
な
ど
を
調
査
し
、
リ
ス
ト
化
し
た
。

　位
牌
は
、
祖
母
宅
の
仏
壇
に
置
か
れ
て
い
る
。
薄
い
板
状
の
位
牌
が
何
枚
か
に
ま

と
ま
っ
て
納
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
一
人
分
の
戒
名
が
刻
ま
れ
た
位
牌
も

あ
る
。
位
牌
の
中
に
は
裏
面
に
没
年
が
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
当
時
を
生
き
た
人
々

の
年
代
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
っ
た
。
そ
の
数
は
六
〇
枚
（
八
八
名
分
）
で
、
位
牌

の
戒
名
に
は
墓
石
に
刻
ま
れ
て
い
た
戒
名
と
同
様
の
も
の
も
確
認
で
き
た
。
没
年
が

明
治
時
代
以
降
の
祖
母
か
ら
見
て
近
い
親
族
の
位
牌
に
は
、
戒
名
と
没
年
の
他
に
生

前
時
の
名
前
も
記
載
さ
れ
て
い
た
。

図　墓地の見取り図
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第
三
節

　
過
去
帳

　祖
母
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
く
中
で
、
過
去
帳
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
判

明
し
た
。
祖
母
宅
に
は
様
々
な
古
文
書
が
木
の
箱
に
入
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
中
に
先
祖
の
戒
名
と
没
年
が
記
さ
れ
た
過
去
帳
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
宅
か
ら
ほ

ど
近
い
檀
家
に
な
っ
て
い
る
寺
に
も
先
祖
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
過
去
帳
が
残
さ

れ
て
い
た
。

　ま
ず
は
、
祖
母
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
た
過
去
帳
の
情
報
を
整
理
す
る
。
祖
母
宅
に

残
さ
れ
て
い
た
「
過
去
簿
」
に
は
一
八
名
分
の
戒
名
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
最
終
行

に
は
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
前
期
に
作

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に

亡
く
な
っ
た
先
祖
か
ら
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
亡
く
な
っ
た
先
祖
の
戒
名
と
没

年
月
日
、
没
後
年
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　次
に
、
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
過
去
帳
の
情
報
を
整
理
す
る
。
寺
の
許
可
を
い
た
だ

き
、
祖
母
と
共
に
寺
へ
訪
れ
て
過
去
帳
の
記
載
内
容
を
住
職
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い

た
。
寺
の
過
去
帳
に
は
、
本
家
と
分
家
、
祖
母
か
ら
近
い
先
祖
の
戒
名
と
没
年
が
記

載
さ
れ
て
い
た
。
寺
か
ら
は
、
本
家
と
分
家
の
過
去
帳
と
、
祖
母
か
ら
近
い
先
祖
の

過
去
帳
を
別
の
用
紙
に
筆
写
し
た
も
の
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。

　本
家
の
過
去
帳
に
は
、
没
年
が
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
か
ら
嘉
永
二
年
（
一
八
四

九
）ま
で
の
一
六
名
分
の
先
祖
の
戒
名
と
没
年
月
日
が
没
年
順
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。

分
家
は
、
没
年
が
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
か
ら
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
ま
で
の

八
名
分
の
記
載
が
あ
っ
た
。

　祖
母
か
ら
近
い
先
祖
の
過
去
帳
は
、
没
年
が
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
か
ら
平

成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
ま
で
の
一
四
名
分
の
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
は
祖
母
の
高
祖

父
の
代
か
ら
の
情
報
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
戒
名
と
共
に
生
前
時
の
名
前
と
親
族
関

係
が
記
載
さ
れ
て
い
た
た
め
、
祖
母
を
起
点
と
す
る
高
祖
父
ま
で
の
親
族
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
没
年
の
古
い
先
祖
は
生
前
時
の

名
前
と
親
族
関
係
の
記
載
が
な
い
た
め
、
親
族
の
つ
な
が
り
は
不
明
で
あ
る
。

第
四
節

　
古
文
書

　祖
母
に
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
く
中
で
、
先
述
の
通
り
古
文
書
類
が
祖
母
宅
に
保

管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
祖
母
に
尋
ね
る
と
、
部
屋
か
ら
細
長
い
木
箱
を
持
っ

て
き
た
。
蓋
を
開
け
る
と
、
多
数
の
古
文
書
や
そ
の
他
の
資
料
が
重
な
っ
た
状
態
で

入
っ
て
い
た
。
祖
母
に
よ
る
と
、
木
箱
の
中
に
何
か
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
知
っ

て
い
た
が
、
中
身
を
実
際
に
見
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、

出
て
き
た
資
料
の
経
緯
は
、
祖
母
か
ら
は
聞
き
出
せ
な
か
っ
た
。
中
身
を
調
べ
て
み

る
と
、
古
文
書
以
外
に
扇
子
や
数
珠
、
御
守
り
な
ど
も
一
緒
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
数
は
、
古
文
書
が
二
五
点
、
扇
子
が
七
点
、
御
守
り
が
七
点
、
数
珠
が
一
点
、

木
札
が
一
点
、
大
祓
詞
の
冊
子
が
一
点
で
あ
っ
た
。
木
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
古
文

書
に
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
過
去
帳
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　ま
た
、
こ
の
箱
以
外
に
も
祖
母
宅
に
は
巻
物
状
の
古
文
書
が
三
点
保
管
さ
れ
て
い

た
た
め
、
古
文
書
は
合
計
二
八
点
で
あ
る
。
分
か
る
範
囲
で
年
代
順
に
整
理
し
た
と

こ
ろ
、
一
六
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
前
半
の
史
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

中
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
知
っ
た
先
祖
の
名
前
が
見
ら
れ
た
。

　以
下
、
古
文
書
の
内
容
を
分
析
し
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
と
あ
わ
せ
て
考
察
を
行
っ

て
い
く
。
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
古
文
書
の
内
容
か
ら
江
戸
時
代
、
明
治
時
代
、

明
治
時
代
末
期
か
ら
大
正
時
代
の
三
つ
に
分
け
、
特
徴
的
な
も
の
を
検
討
す
る
。
中

で
も
、
古
文
書
に
登
場
す
る
先
祖
三
名
に
焦
点
を
当
て
て
、
当
時
の
京
丹
波
蒲
生
地

域
で
の
生
活
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
二
章

　
江
戸
時
代
の
蒲
生
村
と
上
田
家

第
一
節

　
江
戸
時
代
の
京
丹
波
蒲
生
地
域

　本
章
で
は
、
江
戸
時
代
の
京
丹
波
蒲
生
地
域
に
つ
い
て
古
文
書
を
用
い
て
考
え
て

い
く
。

　ま
ず
、
江
戸
時
代
の
京
丹
波
蒲
生
地
域
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
祖

母
宅
が
位
置
す
る
現
在
の
京
丹
波
町
蒲
生
地
域
は
、
亀
山
藩
領
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
、

下
蒲
生
村
に
属
し
て
い
た
［
丹
波
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
：
二
三
三
頁
］。
形
原
松
平

家
が
領
主
だ
っ
た
こ
ろ
の
石
高
は
、
隣
村
の
上
蒲
生
村
と
合
わ
せ
て
四
八
〇
石
で

あ
っ
た
［
同
：
一
三
六
頁
］。

　古
文
書
の
中
に
、
年
貢
や
田
地
の
売
り
渡
し
に
関
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
二
点
の
古
文
書
を
取
り
上
げ
て
、
当
時
の
田
地
に
つ
い
て
触
れ
る
。
一
点
目
は
、
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「
定
免
相
之
事
」
で
あ
る
（
写
真
1
）。
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
一
一
月
一
五
日
付

の
も
の
で
、
調
査
し
た
古
文
書
の
中
で
は
最
も
古
い
史
料
で
あ
る
。「
定
免
」
と
は
、

江
戸
時
代
の
徴
租
法
で
、
過
去
数
年
間
の
年
貢
高
の
平
均
を
基
準
と
し
て
年
貢
高
を

決
め
、
作
柄
に
か
か
わ
ら
ず
年
貢
高
を
一
定
期
間
固
定
す
る
こ
と
で
あ
る
［
朝
尾
直

弘
ほ
か
：
五
三
四
頁
］。

　こ
れ
に
は
、
既
定
の
年
貢
米
を
期
日
ま
で
に
全
て
納
め
る
こ
と
（「
皆
済
」）
が
明

記
さ
れ
、
当
地
域
の
年
貢
に
関
す
る
数
値
が
窺
え
る
。
史
料
に
は
、
村
高
な
ど
収
穫

高
と
「
取
米
」（
年
貢
高
）、
下
蒲
生
村
や
大
圓
寺
な
ど
各
地
の
名
と
収
穫
高
と
年
貢

高
の
割
合
（「
請
免
」）
が
四
か
所
分
記
載
さ
れ
て
い
る
。
下
蒲
生
村
の
収
穫
高
は
「
高

三
百
四
拾
六
石
七
升
六
合
」、
そ
し
て
年
貢
高
は
「
此
取
米
壱
百
六
拾
弐
石
六
斗
五

升
六
合
」
で
、
収
穫
高
の
「
四
つ
七
分
」（
四
七
％
）
の
米
を
年
貢
と
し
て
納
め
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
も
同
様
の
記
載
で
、
い
ず
れ
も
皆
済
の
日
は
一
二
月
一
五

日
ま
で
と
、
史
料
の
日
付
か
ら
丁
度
一
カ
月
後
を
期
限
と
し
て
い
る
。

　二
点
目
は
、「
永
々
売
渡
申
田
地
之
事
」
で
あ
る
（
写
真
2
）。
天
保
九
年
（
一
八

三
八
）
二
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
下
蒲
生
村
の
勘
之
丞
宛
に
出
さ
れ
た
田
地
の
売

り
渡
し
に
関
す
る
古
文
書
で
あ
る
。
土
地
の
売
主
は
、
同
じ
村
の
勇
助
で
、
請
人
（
保

証
人
）
の
忠
七
、
庄
屋
の
善
左
衛
門
・
貞
蔵
・
理
右
衛
門
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
史

料
に
は
、
二
か
所
の
田
地
の
大
き
さ
と
米
の
収
穫
高
、
そ
し
て
田
地
の
位
置
を
東
西

南
北
の
何
に
面
し
て
い
る
か
で
表
し
て
い
る
。
売
る
田
地
は
、
下
田
が
「
弐
畝
八
歩
、

高
弐
斗
八
升
六
合
」、
中
田
が
「
五
畝
廿
五
歩
、
高
七
斗
弐
升
九
合
」
で
あ
る
。
下

田
や
中
田
は
、
田
地
の
等
級
で
、
地
味
や
耕
作
条
件
な
ど
に
応
じ
て
、
上
・
中
・
下
・

下
々
の
等
級
に
分
け
ら
れ
、
等
級
ご
と
に
一
反
あ
た
り
の
米
の
収
穫
量
が
定
め
ら
れ

て
い
る
［
渡
辺
：
六
四
頁
］。
史
料
の
記
載
内
容
か
ら
、
こ
う
し
た
下
田
と
中
田
の

等
級
を
持
っ
た
二
か
所
の
田
地
を
「
銀
札
四
拾
五
匁
」
で
売
り
渡
し
た
こ
と
が
分
か

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
古
文
書
に
は
差
出
人
も
宛
名
に
も
姓
が
な
い
た
め
、
先
祖

が
売
買
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

第
二
節

　
上
田
教
伯
に
つ
い
て

　調
査
の
中
で
、
上
田
姓
を
名
乗
る
、「
上
田
教
伯
」
と
い
う
人
物
が
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
。
第
一
章
で
調
査
し
た
墓
石
や
過
去
帳
に
も
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。
墓

地
の
見
取
り
図
で
⑦
の
位
置
に
あ
る
墓
石
に
は
「
真
菴
教
伯
居
士
」
と
刻
ま
れ
、
ま

た
㊱
の
七
名
の
戒
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
石
碑
に
は
、
側
面
最
後
の
行
に
「
寛
保
三
癸

亥
七
月
日 

上
田
教
伯
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
後
者
か
ら
、
上
田
教
伯
が
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
に
石
碑
を
建
立
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　そ
し
て
、
古
文
書
の
中
に
も
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
三
月
に
中
村
安
斎
か
ら

教
伯
宛
て
に
出
さ
れ
た
「
日
置
流
弓
之
大
事
」
に
関
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
日
置
流

と
は
弓
術
の
流
派
で
、
教
伯
が
弓
術
を
嗜
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
後
述
）。

　祖
母
に
も
教
伯
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
教
伯
の
存
在
は
、
家
で
代
々
語

り
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
。
祖
母
に
よ
る
と
、
教
伯
は
現
在
の
和
歌
山
県
か
ら
移
り

住
ん
で
き
た
人
物
で
、
四
代
続
い
た
医
者
の
家
系
と
し
て
亀
山
藩
の
藩
医
と
し
て
仕

え
て
い
た
と
い
う
。
移
り
住
ん
だ
と
い
う
言
い
伝
え
や
教
伯
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
墓

石
な
ど
か
ら
、
一
七
〇
〇
年
代
に
は
京
丹
波
蒲
生
地
域
で
生
活
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　教
伯
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
彼
の
縁
戚
に
関
係
す
る
史
料
も
あ
る
。「
親
類
書
」

写真 1　定免相之事（撮影 筆者）

写真 2　永々売渡申田地之事（撮影 筆者）
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が
そ
れ
で
あ
る
（
写
真
3
）。
史
料
は
、
野
田
甚
蔵
が
作
成
し
た
、
彼
の
親
類
関
係

が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
表
記
の
仕
方
は
、
上
か
ら
野
田
甚
蔵
と
の
関
係
、
役
職
と
生

存
状
況
、
名
前
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
従
弟
と
し
て
「
上
田
教
伯
」
の
記
載

が
あ
る
。
彼
に
つ
い
て
は
「
丹
州
蒲
生
村
ニ
醫
師
仕
罷
在
候
」
と
、
蒲
生
村
で
医
師

と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
祖
母
か
ら
聞
き
取
っ
た
情
報
と

一
致
す
る
。
縁
戚
に
つ
い
て
は
、
甚
蔵
の
父
で
あ
る
玄
交
が
「
京
都
醫
師
」
で
あ
っ

た
こ
と
と
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　他
の
親
戚
に
も
注
目
す
る
と
、
祖
父
の
玄
蕃
は
「
御
所
役
人
相
勤
罷
在
」
と
御
所

の
役
人
を
勤
め
て
い
た
。
妻
は
「
京
都

町
御
奉
行
組
ニ
同
心
組
相
勤
」、
つ
ま

り
京
都
町
奉
行
所
の
同
心
だ
っ
た
桜
木

弥
四
郎
の
娘
、
妹
も
「
長
田
越
中
守
様

御
組
同
心
相
勤
罷
仕
候
」、
長
田
越
中

守
当
時
の
京
都
町
奉
行
所
の
同
心
だ
っ

た
森
助
一
の
妻
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
教
伯
は
京
都
の
行
政
に
関
わ
っ
て

い
た
人
物
た
ち
と
親
戚
と
し
て
の
繋
が

り
を
持
っ
て
い
た
。

　史
料
の
作
成
は
「
戌
三
月
」
と
し
か

書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
妹
や
子

舅
に
あ
る
「
長
田
越
中
守
」
こ
と
、
長

田
元
隣
が
京
都
町
奉
行
だ
っ
た
時
期
は
、

享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
か
ら
同

一
七
年
（
一
七
三
二
）
で
［
京
都
市
：

七
九
頁
］、
そ
の
う
ち
戌
年
は
、
享
保

一
五
年
（
一
七
三
〇
）
だ
け
の
た
め
、

「
親
類
書
」
は
享
保
一
五
年
に
作
成
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節

　
上
田
姓
に
関
す
る
史
料

　教
伯
の
次
に
上
田
姓
を
名
乗
っ
て

い
る
史
料
と
し
て
、「
名
字
免
之
状
之

事
」
が
あ
る
（
写
真
4
）。
安
永
一
〇

年
（
一
七
八
一
）
三
月
の
も
の
で
、

下
蒲
生
村
の
上
田
良
衛
門
と
丈
右
衛

門
、
世
話
人
の
中
村
庄
兵
衛
が
村
田

市
蔵
宛
に
送
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容

は
、
村
山
を
名
乗
る
庄
兵
衛
の
取
り

持
ち
に
よ
っ
て
、
上
田
家
の
一
名
を

市
蔵
に
「
子
方
」
と
し
て
遣
わ
し
、

「
村
田
氏
」
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
丸
に
か
し
わ
」
の
定
紋
を

指
定
し
て
い
る
。

第
三
章

　
明
治
時
代
の
蒲
生
村
と
上
田
家

第
一
節

　
明
治
時
代
の
京
丹
波
蒲
生
地
域
と
上
田
丈
右
衛
門
に
つ
い
て

　本
章
で
は
、
明
治
時
代
、
特
に
一
九
世
紀
後
半
の
古
文
書
か
ら
京
丹
波
蒲
生
地
域

に
つ
い
て
考
え
る
。

　ま
ず
、
明
治
時
代
の
当
該
地
域
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
明
治
時

代
に
入
る
と
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
亀
山
藩
は
京
都
府
に
含
ま
れ
た
。
下
蒲
生
村
は
、

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
時
点
で
石
高
が
三
四
七
石
、
戸
数
が
五
一
戸
で
あ
っ
た
。

上
蒲
生
村
で
は
、
一
三
二
石
、
一
八
戸
で
あ
っ
た
。
上
蒲
生
村
と
下
蒲
生
村
は
明
治

一
七
年
（
一
八
八
四
）
に
合
併
し
、
蒲
生
村
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
蒲
生
村
も

他
の
村
と
合
併
し
て
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
須
知
村
と
な
っ
た
［
丹
波
町

誌
編
さ
ん
委
員
会
：
二
二
九
～
二
三
三
頁
］。

　こ
こ
で
は
「
上
田
丈
右
衛
門
」
と
い
う
人
物
に
注
目
し
た
い
。
祖
母
の
聞
き
取
り

か
ら
、
丈
右
衛
門
は
祖
母
の
高
祖
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
寺

の
過
去
帳
や
位
牌
の
情
報
か
ら
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

写真 3　親類書（撮影 筆者）

写真 4　名字免之状之事（撮影 筆者）
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複
数
の
古
文
書
に
彼
の
名
前
が
残
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
京
丹
波
蒲
生
地
域
を
知
る

手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
祖
母
の
聞
き
取
り
か
ら
は
、
教
伯
の
よ
う
に
代
々

語
り
継
が
れ
て
き
た
情
報
な
ど
は
無
く
、
詳
細
は
祖
母
に
も
分
か
ら
な
い
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
位
牌
や
過
去
帳
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
彼
の
存
在
は
親
族
か
ら

聞
か
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。

第
二
節

　
金
銭
の
貸
し
借
り
に
つ
い
て

　こ
こ
で
は
、
金
銭
の
や
り
取
り
に
関
す
る
古
文
書
を
二
点
取
り
上
げ
る
。

　一
点
目
は
、「
金
子
借
用
證
文
之
事
」
で
あ
る
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
九
月

の
も
の
で
あ
る
。
下
蒲
生
村
の
吉
田
九
郎
蔵
宛
に
上
田
丈
右
衛
門
が
金
子
を
借
り
て

い
る
。
そ
の
奥
書
に
は
、
同
村
の
戸
長
で
あ
る
岡
本
市
左
衛
門
が
名
を
記
し
て
い
る
。

史
料
か
ら
「
元
金
六
圓
五
拾
銭
」
を
「
飯
料
」
と
し
て
借
り
、
明
治
八
年
（
一
八
七

五
）
二
月
一
五
日
ま
で
に
利
息
を
揃
え
て
返
済
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
史
料

の
作
成
日
か
ら
約
六
カ
月
間
の
猶
予
が
設
け
て
い
る
。
住
民
同
士
で
金
銭
を
貸
し
借

り
す
る
際
、
そ
の
証
拠
と
し
て
こ
う
し
た
書
類
を
作
成
し
や
り
取
り
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

　二
点
目
は
、「
借
用
證
文
之
事
」
で
あ
る
。「
金
子
借
用
證
文
之
事
」
と
近
い
明
治

一
〇
年
（
一
八
七
七
）
八
月
の
古
文
書
で
あ
る
。「
金
子
借
用
證
文
之
事
」
と
同
様
、

上
田
丈
右
衛
門
が
同
じ
村
の
住
人
か
ら
金
銭
を
借
り
て
い
た
こ
と
を
示
す
内
容
で
あ

る
。
岡
本
清
左
衛
門
か
ら
金
銭
を
借
り
て
お
り
、
請
人
と
し
て
同
村
の
吉
田
弥
三
郎
と

中
村
七
兵
衛
を
立
て
て
い
る
。「
金
拾
八
圓
六
拾
銭
」
を
借
り
、
返
済
期
日
を
一
〇
月

二
一
日
と
証
文
作
成
日
か
ら
約
三
カ
月
後
に
返
済
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。

第
三
節

　
所
属
や
役
職
に
つ
い
て

　次
に
、
当
時
の
地
域
で
所
属
し
て
い
た
講
や
役
職
に
関
す
る
古
文
書
を
二
点
取
り

上
げ
る
。

　一
点
目
は
、「
口
演
書
」
で
あ
る
（
写
真
5
）。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
八
月
の

古
文
書
で
、上
野
村
の
湊
弥
右
衛
門
が
下
蒲
生
村
の
人
々
へ
送
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

湊
弥
右
衛
門
と
同
じ
村
の
文
之
丞
と
い
う
人
物
が
、
上
田
丈
右
衛
門
ら
の
預
か
り
と

な
り
、
彼
ら
の
協
力
を
得
て
、
八
幡
講
へ
加
入
で
き
た
こ
と
に
対
す
る
お
礼
で
あ

る
。
八
幡
講
は
、
八
幡
宮
に
家
内
安
全
を
祈
願
し
て
弓
術
を
楽
し
み
な
が
ら
酒
宴
を

行
っ
て
士
気
を
鼓
舞
す
る
講
で
あ
る
。

幕
末
か
ら
明
治
中
期
ま
で
に
始
ま
り
、

弓
術
の
免
許
状
を
受
け
取
る
こ
と
で

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
［
丹
波
町

誌
編
さ
ん
委
員
会
：
一
〇
四
一
頁
］。

「
口
演
書
」
か
ら
、
上
田
丈
右
衛
門
が

八
幡
講
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
ま
た
、
宛
名
に
注
目
す

る
と
、「
下
蒲
生
村 

岡
本
氏
・
中
村

氏
・
上
田
氏
・
吉
田
氏
・
弓
者
御
衆

中
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

下
蒲
生
村
の
村
に
住
ん
で
い
る
多
く

の
人
々
が
八
幡
講
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　二
点
目
は
、神
宮
教
院
発
行
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
、明
治
一
二
年（
一
八
七
九
）

一
一
月
二
二
日
付
の
も
の
で
、
神
宮
教
院
か
ら
上
田
丈
右
衛
門
宛
に
、
神
風
講
社
の

世
話
掛
に
選
定
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
神
宮
教
と
は
、
伊
勢
信
仰
の
伊
勢

講
を
母
体
と
す
る
教
派
神
道
の
一
派
で
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
神
宮
教
会
が

設
立
し
、
教
徒
の
た
め
の
講
社
と
し
て
神
宮
教
院
が
設
け
ら
れ
た
。
明
治
一
五
年

（
一
八
八
二
）
に
神
道
神
宮
派
と
し
て
独
立
し
、
神
宮
教
と
改
称
し
た
。
主
に
、
伊

勢
神
宮
崇
拝
を
中
心
と
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
［
神
宮
教 

コ
ト

バ
ン
ク
］。
丈
右
衛
門
は
、
神
宮
教
と
関
係
が
あ
り
、
教
徒
と
し
て
役
割
を
任
じ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

第
四
節

　
寺
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て

　そ
し
て
、
寺
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
古
文
書
を
一
点
紹
介
す
る
。「
院
号
免
牘
」
は
、

寺
か
ら
檀
家
で
あ
る
上
田
丈
右
衛
門
宛
で
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
八
月
一
〇
日

に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
丈
右
衛
門
の
夫
婦
両
人
の
戒
名
に
院
号
を
付

け
る
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
。
院
号
と
は
、
仏
の
弟
子
に
な
っ
た
証
と
し
て

与
え
ら
れ
る
戒
名
の
一
つ
で
、
〇
〇
院
と
し
て
付
け
ら
れ
る
。
元
々
身
分
の
高
い
人

に
授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
寄
付
を
行
っ
た
者
な
ど
特
定
の
民
衆
に

も
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
［
院
号 

コ
ト
バ
ン
ク
］。
史
料
に
は
、「
加
之
重
々 写真 5　口演書（撮影 筆者）
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之
金
㓛
依
夫
婦
両
人
院
号
令
免
許
者
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寺
へ
資
金

援
助
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
院
号
が
許
さ
れ
た
。
丈
右
衛
門
の

戒
名
を
位
牌
や
過
去
帳
か
ら
確
認
す
る
と
「
興
隆
院
孤
峰
道
菴
居
士
」、
妻
の
戒
名

も
「
月
桂
院
霊
光
智
照
大
姉
」
で
あ
っ
た
。
丈
右
衛
門
夫
婦
の
院
号
は
、
こ
の
史
料

が
き
っ
か
け
で
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章

　
明
治
時
代
後
期
～
大
正
時
代
の
蒲
生
村
と
上
田
家

第
一
節

　
明
治
時
代
後
期
～
大
正
時
代
の
京
丹
波
蒲
生
地
域
と
上
田
浅
之
助
に
つ
い
て

　本
章
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
の
史
料
を
中
心
に
京
丹
波
蒲
生
地

域
に
つ
い
て
考
え
る
。

　ま
ず
は
、
当
時
の
地
域
が
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
か
。
明
治
二
二
年
（
一
八

八
九
）
に
合
併
し
た
須
知
村
は
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
町
政
が
敷
か
れ
て

須
知
町
と
な
っ
た
。
鉄
道
が
園
部
ま
で
開
通
し
た
こ
と
で
、
一
時
期
は
人
や
物
資
の

動
き
が
多
く
な
り
、
山
間
村
落
と
京
阪
市
場
を
結
ぶ
中
継
地
と
し
て
商
品
流
通
が
盛

ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
［
丹
波
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
：
五
九
五
～
五
九
六
頁
］。

　こ
こ
で
は
、「
上
田
浅
之
助
」
と
い
う
人
物
に
注
目
す
る
。
浅
之
助
は
、
祖
母
か

ら
見
て
曾
祖
父
に
当
た
る
人
物
で
、
丈
右
衛
門
の
息
子
で
あ
る
。
大
正
一
三
年
（
一

九
二
四
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
祖
母
か
ら
聞
き
取
っ
た
情
報
に
よ
る
と
、
浅
之
助

は
農
家
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
そ
う
だ
。
し
か
し
、
農
業
の
で
き
な
い
冬
場
は

茅
葺
の
屋
根
を
作
る
仕
事
を
し
て
い
た
。
祖
母
に
よ
る
と
、
当
時
の
家
は
基
本
的
に

瓦
で
は
な
く
、
茅
葺
の
屋
根
が
主
流
だ
っ
た
た
め
、
何
年
か
に
一
度
は
作
り
変
え
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
際
に
、
他
の
地
域
住
民
と
協
力
し
て
家
の
屋
根
の
修
繕

を
行
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
農
家
と
し
て
家
を
支
え
る
一
方
、
同
じ
地
域
の
活
動
に
参

加
し
て
村
の
生
活
も
支
え
て
い
た
人
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

　
小
作
に
つ
い
て

　本
節
で
は
、
小
作
に
関
す
る
古
文
書
一
点
に
触
れ
る
。「
小
作
證
券
」
は
、
小
作

の
た
め
に
土
地
を
貸
し
出
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
古
文
書
で
あ
る
（
写

真
6
）。
小
作
と
は
、
小
作
料
を
支
払
っ
て
地
主
か
ら
土
地
を
借
り
て
耕
作
を
行
う

こ
と
を
い
う
［
小
作 

コ
ト
バ
ン
ク
］。

史
料
は
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）

一
月
九
日
の
も
の
で
あ
る
。
船
井
郡

須
知
村
蒲
生
に
住
む
吉
田
小
三
郎
と

山
崎
仙
吉
が
、同
村
の
上
田
浅
吉
（
浅

之
助
）
宛
に
送
っ
て
い
る
。
史
料
か

ら
、
浅
之
助
が
同
じ
村
の
吉
田
小
三

郎
に
小
作
地
を
貸
し
て
い
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。
土
地
は
宅
地
と
畑
地

の
二
ヶ
所
で
、
期
間
は
明
治
三
一
年

か
ら
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
ま

で
の
一
〇
年
間
と
定
め
て
い
る
。
そ

し
て
、小
作
米
「
弐
斗
七
升
」
の
う
ち
、

一
年
ご
と
に
「
弐
斗
五
升
」
を
上
納
す
る
こ
と
も
記
載
し
て
い
る
。
祖
母
の
聞
き
取

り
で
は
、
浅
之
助
が
農
家
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
に
小
作
地
を
貸
し
出
す
こ
と
で
収
益
も
得
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

第
三
節

　
寺
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て

　次
に
、
寺
に
金
銭
を
寄
付
し
た
こ
と
が
書
か
れ
た
古
文
書
を
一
点
紹
介
す
る
。

　「受
領
証
」
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
一
月
作
成
の
も
の
で
、
祖
母
宅
か
ら

ほ
ど
近
い
寺
の
住
職
が
上
田
浅
之
助
宛
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
檀
家
の
浅
之
助
が

寺
に
三
度
に
渡
っ
て
金
銭
を
寄
付
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　一
回
目
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
「
伽
藍
改
築
篤
志
」
と
し
て
八
円
の
寄

付
を
し
て
い
る
。
伽
藍
と
は
、
僧
侶
が
住
む
寺
院
な
ど
建
築
物
を
指
す
［
伽
藍 

コ

ト
バ
ン
ク
］。
つ
ま
り
、
寺
の
建
物
の
改
築
に
関
す
る
寄
付
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　二
回
目
は
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
「
江
湖
會
篤
志
」
と
し
て
七
円
の
寄
付

を
し
て
い
る
。
江
湖
会
と
は
、
禅
宗
で
四
方
の
僧
侶
を
集
め
て
夏
安
居
と
い
う
修
行

を
行
う
こ
と
を
指
す
［
江
湖
会 

コ
ト
バ
ン
ク
］。
僧
侶
の
修
行
活
動
に
対
す
る
寄
付

で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　三
回
目
は
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
「
須
彌
檀
新
添
篤
志
」
と
し
て
二
円

五
〇
銭
の
寄
付
を
し
て
い
る
。
須
弥
壇
と
は
、
仏
殿
で
仏
像
な
ど
を
安
置
す
る
た
め 写真 6　小作證券（撮影 筆者）
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に
使
う
高
い
壇
の
こ
と
を
い
う
［
須
弥
壇 

コ
ト
バ
ン
ク
］。
よ
っ
て
、
寄
付
金
は
須

弥
壇
の
新
設
に
よ
る
寄
付
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
浅
之
助
の
約
三
年
に
渡

る
寄
付
は
、
寺
の
改
築
や
僧
侶
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
し
て
、
寺
の
住
職
が
寄
付
金
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、

金
銭
援
助
に
貢
献
し
た
浅
之
助
に
こ
の
受
領
証
を
渡
し
て
い
る
。

第
五
章

　
考
察

　本
章
で
は
、
調
査
し
た
内
容
を
も
と
に
京
丹
波
蒲
生
地
域
の
歴
史
と
人
々
の
生
活

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
特
に
、
百
姓
、
村
医
者
、
弓
術
、
寺
と
の
関
係
か
ら
検

討
す
る
。

第
一
節

　
百
姓
と
し
て
の
生
活

　古
文
書
に
は
、
年
貢
や
田
畑
の
売
り
渡
し
な
ど
、
農
業
に
関
す
る
も
の
が
複
数
あ
っ

た
。
ま
た
、
祖
母
へ
の
聞
き
取
り
か
ら
も
農
家
と
し
て
蒲
生
地
域
で
生
活
し
て
き
た

先
祖
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
節
で
は
、
京
丹
波
蒲
生
地
域
の
人
々
の
生

活
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
の
百
姓
と
し
て
の
暮
ら
し
に
焦
点
を
当
て
る
。

　江
戸
時
代
は
、
灌
漑
や
治
水
工
事
な
ど
に
よ
っ
て
水
利
秩
序
が
整
い
だ
し
た
。
ま

た
、
牛
や
馬
の
飼
育
と
厩
肥
の
使
用
が
普
及
し
た
こ
と
で
農
業
生
産
力
が
飛
躍
的
に

発
展
し
た
時
代
だ
と
さ
れ
て
い
る
［
渡
辺
：
四
〇
～
四
一
頁
］。
そ
の
た
め
、
多
く

の
村
人
が
百
姓
と
し
て
経
営
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
［
同
：
五
三
頁
］。

農
業
で
生
計
を
立
て
や
す
く
な
っ
た
一
方
、
村
ご
と
に
土
地
の
調
査
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
石
高
に
よ
っ
て
年
貢
量
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
石
高
は
、
田
地

だ
け
で
な
く
畑
や
屋
敷
の
面
積
に
も
米
を
作
っ
た
と
仮
定
し
た
上
で
収
穫
で
き
る
米

の
量
を
算
出
し
た
も
の
で
、
村
や
土
地
の
規
模
を
石
高
で
表
し
た
石
高
制
の
社
会
で

あ
っ
た
［
同
：
六
三
～
六
五
頁
］。
農
業
が
発
展
す
る
中
、
農
民
は
石
高
に
基
づ
く

年
貢
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
年
貢
は
、
村
ご
と
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
総

量
を
農
民
一
人
一
人
に
割
り
振
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
村
単
位
で
集
め
た
年
貢
を
領

主
へ
納
め
た
。
し
か
し
、
年
貢
の
納
入
を
し
な
い
者
が
い
て
決
ま
っ
た
量
の
年
貢
が

集
ま
ら
な
か
っ
た
場
合
、
村
人
一
人
の
責
任
で
は
な
く
、
村
全
体
の
連
帯
責
任
と
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
れ
を
村
請
制
と
い
い
、
こ
の
時
代
の
村
社
会
に
お
け
る
特
徴
で
あ
っ

た
［
同
：
一
〇
二
～
一
二
六
頁
、
江
南
市
教
育
ネ
ッ
ト
］。

　明
治
時
代
に
な
る
と
、
政
府
に
よ
っ
て
様
々
な
改
革
が
行
わ
れ
た
。
地
租
改
正
に

よ
り
石
高
の
所
有
者
に
は
農
地
の
価
格
が
記
入
さ
れ
た
地
券
が
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
土
地
の
私
有
権
が
認
め
ら
れ
た
一
方
、
税
金
が
金
納
制
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
、

現
金
収
入
の
少
な
い
農
民
は
苦
し
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
税
金
は
農
作
物
の
豊
凶
作

に
関
係
な
く
国
や
町
村
に
支
払
う
必
要
が
あ
り
、
江
戸
時
代
と
同
様
の
高
い
税
率
で

あ
っ
た
。［
丹
波
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
：
三
八
四
頁
］
ま
た
、
農
業
関
係
の
法
律
な

ど
も
新
た
に
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業
技
術
も
発
展
し
生
産
量
は
増
加
し
て

い
っ
た
［
同
：
四
四
五
頁
］。
江
戸
時
代
は
、
領
主
に
年
貢
を
納
め
る
自
作
農
民
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
農
地
の
売
買
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
小
作
率
は
明

治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
四
〇
％
前
後
も
あ
っ
た
［
同
：
四
五
三
～
四
五
四

頁
］。　大

正
時
代
に
な
る
と
、
農
村
の
中
核
を
担
う
自
作
農
の
減
少
を
食
い
止
め
る
べ
く

対
策
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
国
か
ら
金
銭
の
援
助
が
昭
和
に
か
け
て
行
わ
れ
、

小
作
人
が
田
畑
を
買
い
入
れ
て
自
作
農
に
な
る
傾
向
が
生
ま
れ
た
［
同
：
四
六
〇
頁
］。

　以
上
の
百
姓
の
歴
史
を
踏
ま
え
つ
つ
、
第
二
～
四
章
で
紹
介
し
た
史
料
を
再
び
取

り
上
げ
る
。

　「定
免
相
之
事
」
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
米
の
年
貢
量
と
そ
の
納
入
期
日
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
、
石
高
に
よ
っ
て
米
の
収
穫
量
を
計
算
し
年
貢
量
を
決

定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
京
丹
波
蒲
生
地
域
で
も
徹
底
し
た
税
の
徴
収
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
渡
辺
尚
志
氏
に
よ
れ
ば
、
年
貢
量
を
決
め
る
方
法
と
し
て

厘
取
法
と
反
取
法
が
あ
る
［
渡
辺
：
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
］。「
定
免
相
之
事
」
に

は
、
何
割
何
分
何
厘
と
い
う
形
で
年
貢
率
の
表
記
が
あ
る
た
め
、
年
貢
率
を
掛
け
て

年
貢
量
を
決
め
る
厘
取
法
が
採
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
過
去
何
年
分

の
収
穫
量
の
平
均
を
も
と
に
事
前
に
年
貢
量
を
決
定
し
、
作
柄
の
豊
凶
に
関
係
な
く

一
定
量
の
年
貢
を
徴
収
す
る
定
免
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
延
宝
元
年

（
一
六
七
三
）
一
一
月
一
五
日
の
史
料
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
後
半
に
は
蒲

生
地
域
で
米
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　「永
々
売
渡
申
田
地
之
事
」
は
、
土
地
の
売
買
の
記
録
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時

は
田
畑
永
代
売
買
の
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
お
り
、
勝
手
に
田
地
や
畑
を
売
り
渡
す
こ
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と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
［
朝
尾
ほ
か
：
七
二
八
頁
］。
し
か
し
、
藤
井
讓
治

氏
に
よ
れ
ば
、
田
畑
永
代
売
買
禁
止
令
は
、
郷
村
仕
置
法
度
の
一
ヶ
条
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
全
国
で
は
な
く
、
関
東
の
幕
府
領
や
旗
本
領
の
み
を
対
象
に
し
た
も
の
だ
っ
た

［
藤
井
：
三
六
～
三
八
頁
］。
ま
た
、
村
請
制
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
村

に
課
せ
ら
れ
た
年
貢
を
納
め
る
た
め
に
は
、
村
全
体
で
土
地
の
世
話
を
す
る
必
要
が

あ
る
。
土
地
が
耕
作
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
と
荒
れ
て
し
ま
い
、
年
貢
も
集
ま
ら
な
い
た

め
、
土
地
を
売
り
渡
す
こ
と
で
年
貢
の
皆
済
を
行
お
う
と
し
た
。
蒲
生
地
域
で
も
土

地
の
売
買
を
行
う
ほ
ど
、
年
貢
の
納
入
に
苦
労
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　時
代
は
進
み
、
明
治
末
期
の
「
小
作
證
券
」
に
は
、
同
村
の
住
民
が
土
地
の
所
有

者
で
あ
る
上
田
浅
之
助
か
ら
土
地
を
借
り
て
耕
作
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
古

文
書
の
年
代
と
近
い
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
の
記
録
に
よ
る
と
、
須
知
町
に
お

け
る
小
作
地
の
割
合
は
、
田
ん
ぼ
が
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
畑
が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
っ
た
［
丹
波
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
：
四
五
四
頁
］。
こ
の
割
合
の
一
部
を
占
め
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
小
作
に
よ
っ
て
農
業
の
大
半
が
担
わ
れ
て
い
た
時
代
に
、
自
ら

の
土
地
を
耕
作
す
る
だ
け
で
な
く
、
土
地
を
貸
す
側
と
し
て
の
一
面
も
持
っ
て
い
た
。

　以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も
今
か
ら
三
五
〇
年
前
に
は
稲
作
を
中
心
と
す
る
生
活
を

多
く
の
人
が
お
く
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
時
代
の
変
化
に
左
右
さ
れ
な
が
ら
も

農
家
と
し
て
の
生
活
を
築
い
て
い
た
。
そ
の
際
、「
土
地
の
管
理
」
と
「
住
民
同
士

の
つ
な
が
り
」
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
年
貢
に
よ
る
税
収
が
徹
底
さ
れ

て
い
た
時
代
、
耕
作
で
き
る
土
地
の
所
有
は
規
定
の
量
を
納
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、

農
家
が
村
の
共
同
体
で
生
活
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。「
土
地
の

管
理
」
は
、
納
入
義
務
を
果
た
す
た
め
に
農
家
個
人
に
と
っ
て
も
村
全
体
に
と
っ
て

も
非
常
に
重
要
な
要
素
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
土
地
の
売
買
や
貸
し
借
り
を
可

能
に
す
る
た
め
に
も
、
住
民
と
の
信
頼
関
係
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
土
地
を
き
ち

ん
と
管
理
で
き
る
人
で
な
い
と
、
村
全
体
の
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら

だ
。
住
民
が
互
い
に
信
頼
で
き
る
関
係
を
構
築
し
ス
ム
ー
ズ
な
や
り
と
り
を
行
う
た

め
に
は
、「
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
」
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

第
二
節

　
村
医
者
の
存
在

　第
二
章
で
上
田
教
伯
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
古
文
書
や
祖
母
の
聞
き
取
り
か
ら
、

江
戸
時
代
の
下
蒲
生
村
で
医
師
と
し
て
生
活
し
、
亀
山
藩
の
藩
医
と
し
て
も
活
動
し

て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
本
節
で
は
、
村
に
お
け
る
医
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

な
お
、
藩
医
と
し
て
の
教
伯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　ま
ず
は
、
教
伯
が
医
師
と
し
て
活
動
し
て
い
た
享
保
期
に
お
け
る
医
療
に
つ
い
て

述
べ
る
。
こ
の
時
代
、
徳
川
吉
宗
が
将
軍
に
な
っ
た
こ
と
で
享
保
の
改
革
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
改
革
の
一
環
と
し
て
疫
病
対
策
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
享
保
五
年

（
一
七
二
〇
）
か
ら
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
間
、
吉
宗
は
薬
草
見
分
の
た
め
に

本
草
学
者
を
全
国
へ
派
遣
し
薬
草
の
調
査
を
行
っ
た
。
薬
種
資
源
を
確
保
す
る
だ
け

で
な
く
、
地
域
で
薬
草
の
知
識
を
広
め
、
活
用
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
に
も
力

を
入
れ
た
。
ま
た
、
疫
病
の
対
処
法
を
ま
と
め
た
『
普
及
類
方
』
を
販
売
さ
せ
た
こ

と
で
、
地
域
で
疫
病
対
策
が
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
［
東
谷
：
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
］。

『
普
及
類
方
』
の
出
版
で
、
医
者
の
身
分
で
は
な
い
村
落
指
導
者
層
が
そ
れ
を
手
に

す
る
よ
う
に
な
り
、
医
薬
の
知
識
を
収
集
し
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
中
に
は
、

村
人
に
頼
ま
れ
て
医
療
行
為
や
医
薬
の
指
導
を
行
う
者
も
い
た
と
さ
れ
る
［
若
尾
：

二
八
八
～
二
八
九
頁
］。
こ
れ
ら
は
、
地
域
の
医
療
を
前
提
と
し
た
政
策
で
あ
っ
た
。

　上
記
を
踏
ま
え
、
京
丹
波
地
域
で
医
者
が
活
躍
し
た
時
期
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
丹

波
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
町
内
の
下
山
区
の
民
家
に
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
の
古
文

書
が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
薬
種
商
に
注
文
し
た
品
が
届
か
な
い
こ
と
を
訴
え
る

内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
薬
に
関
す
る
古
文
書
か
ら
、
こ
の
時
代
に
は
医
者
が
開

業
し
て
い
た
と
さ
れ
る
［
丹
波
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
：
一
一
九
五
～
一
一
九
六
］。

他
に
も
、
園
部
町
で
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
古
文
書
に
は
、
須
知
村
か
ら

当
村
に
医
者
が
来
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）

の 

亀
山
藩
御
達
書
に
も
須
知
に
医
者
が
い
た
こ
と
を
示
す
内
容
が
記
録
さ
れ
て
い
る

［
同
：
一
一
九
六
頁
］。
こ
れ
ら
か
ら
、
当
地
域
の
医
者
や
医
療
が
少
し
だ
け
窺
え
る
。

　そ
の
上
で
、「
親
類
書
」
を
再
び
取
り
上
げ
る
。
史
料
に
は
、
上
田
教
伯
が
医
者

と
し
て
下
蒲
生
村
で
活
躍
し
て
い
た
記
載
が
あ
っ
た
。
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）

に
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
判
明
し
た
こ
と
で
、『
丹
波
町
誌
』
の
記
述
よ
り
も
さ
ら

に
約
五
〇
年
も
前
に
、蒲
生
村
で
活
躍
す
る
医
者
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

享
保
期
の
医
療
の
あ
り
方
で
も
触
れ
た
が
、
こ
の
時
代
は
享
保
の
改
革
に
よ
り
疫
病

対
策
が
進
め
ら
れ
、
各
地
域
で
医
療
知
識
の
普
及
が
み
ら
れ
た
。
村
で
の
医
療
が
活

発
化
し
て
い
た
時
代
、
教
伯
は
蒲
生
村
で
住
民
の
医
療
に
当
た
っ
て
い
た
と
推
測
で

き
る
。
教
伯
が
蒲
生
地
域
で
ど
の
よ
う
な
医
療
を
行
っ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
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が
、
当
時
の
医
療
政
策
を
下
支
え
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節

　
弓
術
と
村

　古
文
書
の
中
に
は
、
上
田
教
伯
宛
の
「
日
置
流
弓
之
大
事
」
に
関
す
る
も
の
や
下

蒲
生
村
民
宛
の
「
口
演
書
」
な
ど
、
弓
術
に
関
す
る
も
の
が
あ
り
、
先
祖
が
そ
の
集

団
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
そ
う
し
た
弓
術
と
村
人
の
関

係
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

　先
に
当
該
地
域
の
弓
術
の
歴
史
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
く
。『
丹
波
町
誌
』
に

よ
る
と
、
こ
の
地
域
で
は
古
く
か
ら
弓
術
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
江
戸
時
代
に
さ
ら

に
発
展
し
た
と
さ
れ
る
。
日
置
流
の
雪
荷
派
・
印
西
派
が
流
派
と
し
て
主
に
伝
え
ら

れ
て
き
た
。
そ
し
て
弓
術
を
行
う
に
あ
た
り
免
許
状
を
得
る
と
八
幡
講
と
い
う
組
織

に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
弓
術
の
門
人
は
八
幡
講
の
一
員
で
あ
り
、
そ

の
組
織
は
町
内
各
地
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
時
に
西
組
弓
箭
隊
に
も
所
属
し
て
お

り
、
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
の
口
八
田
と
い
う
近
隣
地
域
に
残
る
組
織
の
名
簿

の
記
録
に
は
、
こ
の
地
域
だ
け
で
一
三
〇
名
の
構
成
員
が
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
［
丹
波
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
：
一
一
一
五
頁
］。
こ
の
こ
と
か
ら
、
蒲
生
地
域
も

同
等
の
規
模
の
組
織
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
に
は
京
都
の
時
代
祭

で
八
幡
講
の
メ
ン
バ
ー
が
弓
箭
組
と
し
て
隊
列
に
加
わ
る
習
わ
し
が
戦
前
ま
で
続

い
て
い
た
。
明
治
中
期
に
は
隣
村
の
上
野
で
日
置
流
印
西
派
が
伝
わ
り
、
講
社
員

三
八
〇
〇
名
を
募
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
周
辺
地
域
で
も
弓
術
の

教
え
が
広
が
り
門
弟
も
集
ま
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
衰
退
し
て
い
き
戦
後
に
は
廃
れ

て
い
っ
た
［
同
：
一
一
一
六
頁
］。

　こ
う
し
た
歴
史
が
展
開
さ
れ
た
中
、
調
査
し
た
古
文
書
の
「
日
置
流
弓
之
大
事
」

に
は
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
と
記
載
が
あ
る
た
め
、
少
な
く
と
も
今
か
ら
約

三
〇
〇
年
前
に
は
こ
の
地
域
で
弓
術
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
導
き
出
せ
る
。
ま
た
、

上
田
教
伯
は
、
村
で
医
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
村
医
者
（
藩
医
）

で
あ
り
な
が
ら
弓
術
も
心
得
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
弓
術
が
江
戸
時
代
に

発
展
し
た
こ
と
か
ら
、
教
伯
は
弓
術
ブ
ー
ム
に
影
響
を
受
け
た
一
人
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　続
く
明
治
時
代
の
「
口
演
書
」
に
は
、
八
幡
講
に
新
た
に
メ
ン
バ
ー
が
加
わ
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
の
記
載
か
ら
、
上
田
家
は
下
蒲
生
村
の
講
組
織
で
中

核
を
担
っ
て
い
た
一
人
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
弓
術

が
蒲
生
地
域
で
は
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　先
祖
の
う
ち
、
上
田
教
伯
と
丈
右
衛
門
の
二
名
が
弓
術
に
親
し
ん
で
い
た
が
、
現

在
で
は
弓
術
が
盛
ん
で
は
な
く
な
り
、
身
内
に
は
誰
も
弓
術
に
精
通
し
た
人
は
い
な

い
。
た
だ
し
、
享
保
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
先
祖
が
弓
術
に
親
し
み
、
代
々
講

を
通
じ
て
活
動
を
続
け
て
き
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　ま
た
、
講
は
町
内
各
地
に
あ
り
、
組
織
の
人
数
も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
弓
術
の

講
に
入
る
こ
と
は
こ
の
地
域
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
よ
っ
て
、
農
業
や
日
々
の
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
、
村
の
住
民
が
弓
術
に
触
れ

る
機
会
が
作
ら
れ
て
い
た
。
大
人
数
の
組
織
だ
っ
た
た
め
、
活
動
す
る
際
は
他
の
地

域
住
民
と
関
わ
る
機
会
が
自
然
と
生
ま
れ
、
村
の
住
民
と
の
人
脈
を
広
げ
る
こ
と
に

も
役
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　八
幡
講
は
、
た
だ
弓
術
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
形
成
す
る
た
め
の
特
別
な
組
織
と
し
て
の
一
面
も
持
っ
て
い
た
。
住
民
同
士
の
つ

な
が
り
を
築
く
た
め
に
も
、
弓
術
に
精
通
し
て
講
に
加
入
す
る
こ
と
が
、
当
時
の
蒲

生
地
域
の
村
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。そ
う
し
た
点
か
ら
、

弓
術
が
こ
の
地
域
で
浸
透
し
て
い
き
、
人
々
の
生
活
の
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

第
四
節

　
寺
と
の
関
係

　本
節
で
は
、
寺
と
檀
家
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
渡
辺
尚
志
氏
に
よ
る
と
、

江
戸
時
代
に
は
、
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
全
て
の
民
衆
が
寺
院
の
檀
家
に
な
る
こ
と
が

義
務
化
さ
れ
た
［
渡
辺
：
六
〇
頁
］。
筆
者
を
含
め
祖
母
の
家
系
は
、
過
去
帳
の
調

査
で
訪
れ
た
曹
洞
宗
の
寺
に
現
在
で
も
檀
家
と
し
て
所
属
し
て
い
る
。
具
体
的
に
い

つ
か
ら
檀
家
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
丹
波
町
誌
』
に
よ
る
と
、
檀
那
寺

は
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
創
立
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以
降
に

所
属
し
た
と
考
え
ら
れ
る
［
丹
波
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
：
七
五
九
頁
］。
嘉
永
三
年

（
一
八
五
〇
）
に
、
寺
は
一
度
火
災
に
よ
り
全
焼
し
た
過
去
が
あ
る
。
そ
の
後
、
大

正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
本
堂
の
増
築
を
は
じ
め
、
他
の
建
造
物
も
建
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
［
同
：
七
五
九
頁
］。

　上
記
の
寺
か
ら
は
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
「
過
去
簿
」
が
作
成
さ
れ
て
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い
る
。
寺
が
火
災
に
遭
っ
て
か
ら
三
〇
年
後
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
焼
失
し
た
記
録

の
復
元
が
目
的
か
不
明
で
あ
る
が
、
寺
は
先
祖
の
情
報
が
残
る
重
要
な
場
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
檀
家
に
と
っ
て
先
祖
の
情
報
は
貴
重
で
あ
っ
た
か
ら
、
寺
か
ら
情
報

を
受
け
取
り
今
ま
で
保
管
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
上
田
丈
右
衛
門
宛
の
「
院
号
免
牘
」
に
よ
り
、
寄
付

を
し
た
こ
と
で
院
号
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
祖
母
に
聞
き
取
り
を

行
う
と
、
寺
か
ら
永
代
で
院
号
を
付
け
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
家
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
部
落
解
放
な
ど
人
権
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
檀

家
の
平
等
性
を
守
る
た
め
に
院
号
の
授
与
は
祖
母
の
代
ま
で
と
変
更
に
な
っ
た
そ
う

だ
。
先
祖
の
戒
名
を
確
認
し
て
み
る
と
、
丈
右
衛
門
夫
婦
、
浅
之
助
夫
婦
、
浅
之
助

の
息
子
で
あ
る
善
次
郎
夫
婦
、
そ
し
て
祖
母
の
父
、
母
、
夫
と
以
上
九
名
に
院
号
が

付
け
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
丈
右
衛
門
の
代
が
最
初
で
、
以
後
代
々
院
号
が
付
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　ま
た
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
の
「
受
領
証
」
か
ら
、
寺
へ
の
金
銭
の
寄
付
が

本
堂
の
増
築
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
年
の
二
年
後
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
よ
っ

て
、
一
回
目
の
寄
付
は
寺
の
増
築
が
行
わ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
出
さ
れ
て

た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
寺
が
不
況
に
陥
っ
た
際
に
支
援
す
る
こ
と
も
院
号
付
き

の
檀
家
の
役
割
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　以
上
の
こ
と
か
ら
、
蒲
生
地
域
は
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
寺
と
檀
家

の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
先
祖
は
院
号
を
授
か
っ
た
檀
家
と

し
て
、
寺
が
不
況
に
陥
っ
た
と
き
は
も
ち
ろ
ん
、
求
め
ら
れ
た
際
は
金
銭
的
援
助
を

通
し
て
寺
を
支
え
る
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
は
明
治
時
代
に
は
築
か
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。

お
わ
り
に

　本
論
文
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
お
け
る
京
丹
波
蒲
生
地
域
の
歴
史
と

人
々
の
生
活
に
つ
い
て
、
祖
母
の
聞
き
取
り
や
現
存
す
る
資
料
の
調
査
と
古
文
書
の

内
容
を
も
と
に
考
察
を
行
っ
た
。

　蒲
生
地
域
で
は
、
藩
領
か
ら
町
村
合
併
な
ど
支
配
体
制
の
変
化
を
受
け
な
が
ら
、

田
地
の
売
り
渡
し
や
小
作
農
な
ど
土
地
の
取
引
を
行
い
、
主
に
百
姓
と
し
て
の
生
活

を
送
り
、
そ
れ
は
先
祖
の
多
く
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
渡
辺
尚
志
氏
の
著

書
で
示
さ
れ
て
い
る
、
一
般
的
な
近
世
の
村
の
特
徴
を
持
っ
て
い
た
［
渡
辺
］。

　一
方
で
、
先
祖
に
つ
い
て
調
査
し
た
こ
と
か
ら
、
医
者
で
あ
っ
た
人
物
や
弓
術
を

嗜
ん
で
い
た
先
祖
な
ど
、
農
業
以
外
の
当
時
の
人
々
の
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
蒲
生
地
域
に
は
、
医
療
や
弓
術
、
寺
と
い
っ
た
要
素
が
生
活
の
一
部
と

な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
築
い
て
い
た
。
こ
れ
は
、
蒲
生
地
域
の
独
自
性
と
い
え
る
。

そ
う
し
た
関
係
を
通
し
て
、
現
在
ま
で
蒲
生
地
域
に
祖
母
の
家
系
が
存
続
し
て
い
る

と
い
え
る
。
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史
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史
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編
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史
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ネ
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書
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〇
一
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年
）

藤
井
讓
治
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支
配
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近
世

　支
配
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し
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み
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央
公
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新
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年
）

若
尾
政
希
「
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と
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石
学
編
『
享
保
改
革
と
社
会
変
容
』

吉
川
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文
館
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〇
〇
三
年
）

渡
辺
尚
志
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姓
の
力

　江
戸
時
代
か
ら
見
え
る
日
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D
O
K
A
W
A

、
二
〇

一
五
年
）

京
丹
波
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
位
置
・
地
勢
」「
歴
史
・
沿
革
」「
京
丹
波
町
の
人
口
・

世
帯
数
の
推
移
」（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
五
年
一
二
月
二
七
日
）

江
南
市
教
育
ネ
ッ
ト
「
年
貢
貢
納
の
諸
相
」（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
五
年
一
二
月
三
一
日
）

コ
ト
バ
ン
ク
「
神
宮
教
」「
院
号
」「
小
作
」「
伽
藍
」「
江
湖
会
」「
須
弥
壇
」（
最
終

閲
覧
日
二
〇
二
六
年
一
月
五
日
）
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翻
刻
史
料

①
「
定
免
相
之
事
」

　
　
　
　
　
　　丑

　
　
　
　
　
　定
免
相
之
事

一
高
三
百
四
拾
六
石
七
升
六
合 

下
蒲
生
村

　
　
　

　
　此
取
米
壱
百
六
拾
弐
石
六
斗
五
升
六
合 

請
免

　
　
　
　

 

四
つ
七
分

一
高
壱
石
三
斗 

大
圓
寺
分

　
　
　

　
　此
取
米
六
斗
壱
升
壱
合 

四
つ
七
分

一
高
五
斗
三
升
七
合 

本
田
之
内
永
川
起
返
り

　
　此
取
米
弐
斗
五
升
弐
合 

四
つ
七
分

一
高
弐
斗
六
升
七
合 
新
田
分

　
　
　
　

　
　此
取
米
五
升
三
合 
弐
つ

　
　

　右
之
通
、
相
定
上
者
庄
屋
・
惣
百
姓
中

　立
合
無
甲
乙
具
割
符
極
月
十
五
日

　以
前
急
度
可
致
皆
済
者
也

 

乙
部
藤
右
衛
門
（
印
）

　延
宝
元
年
丑
霜
月
十
五
日

 

松
井
八
郎
兵
衛
（
印
）

 

野
間
仁
兵
衛
（
印
）

 

師
岡
猪
兵
衛
（
印
）

 

庄
屋

　
　
　
　

 

惣
百
姓
中

　

　
　
　
　
　
　永
々
売
渡
申
田
地
之
事

一
合
而
為
坪
ハ
西
蒲
生
下
田
弐
畝
八
歩  

高
弐
斗
八
升
六
合
、
此
内
八
升
六
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　永
川

　
　四
方
限
南
ハ
村
は
し
田
あ
ぜ
切
、
北
ハ
善
助
田
地
切
、
西
ハ
み
ぞ
切
、
東
ハ
川

　中
田
五
畝
廿
五
歩

　高
七
斗
弐
升
九
合
、
此
内
弐
斗
弐
升
弐
合
永
川

　
　四
方
限
南
川
其
元
田
地
、
北
東
ハ
岸
み
ぞ
切
、
西
ハ
み
ぞ
切

　右
件
之
田
地
我
等
持
来
り
候
得
共
、
此
度
無
據
御
年
貢
ニ
差
■
詰
り
、

　銀
札
四
拾
五
匁
ニ
其
元
ヘ
永
々
売
渡
し
申
候
処
実
正
也
、
然
上
ハ
高
之

　御
年
貢
諸
役
共
村
毎
ニ
御
納
所
可
被
成
候
、
萬
一
無
田
地
ニ
付
違
乱

　妨
申
者
有
之
候
得
者
、
時
之

　御
公
儀
様
江
被
仰
［

　］

　如
何
様
之
曲
事
ニ
茂
可
被
仰
付
候
、
為
後
日
之

　永
々
売
券
状
依
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下
蒲
生
村
売
主

　
　
　天
保
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　勇
助
（
印
）

　
　
　戌
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　請
人

　忠
七
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　善
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　同
断

　貞
蔵
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　同
断

　理
右
衛
門
（
印
）

　
　
　同
村

　
　
　
　
　
　勘
之
丞
殿

②
「
永
々
売
渡
申
田
地
之
事
」
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④
「
名
字
免
之
状
之
事
」

③
「
親
類
書
」

　
　
　
　名
字
免
之
状
之
事

　
　
　
　

一
村
山
と
被
名
乗
候
所
庄
兵
衛
殿
段
々

御
取
持
ニ
仍
而
上
田
氏
致
子
方
一
名
遣
し

村
田
氏
と
相
定
候
事
実
正
ニ
御
座
候
、

定
紋
之
義
丸
ニ
か
し
わ
被
付
候
而
可
然

致
候
、
但
し
末
々
破
風
被
上
候
共
、
定
紋

被
付
候
義
ハ
相
成
不
申
候
、
為
子
方
之

免
し
状
仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下
こ
も
う
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　上
田
良
右
衛
門

　
　安
永
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　同

　丈
右
衛
門

　
　
　丑
ノ
三
月
吉
日

　
　世
話
人

　中
村
庄
兵
衛

　
　
　村
田
市
蔵
殿

　
　
　
　親
類
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本
国
尾
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　生
国
山
城 

野
田
■甚
蔵

一

　祖
父

　御
所
役
人
相
勤
罷
在

　
　
　
　
　五
拾
弐
年
以
前
病
死
仕
候 

野
田
玄
蕃

一

　父

　
　京
都
ニ
醫
師
仕
罷
在

　
　
　
　
　拾
五
年
以
前
病
死
仕
候 

野
田
玄
交

一

　母

　
　主
馬
儀
浪
人
ニ
而
罷
在

　
　
　
　
　四
拾
壱
年
以
前
病
死
仕
候 

濱
﨑
主
馬
娘

一

　妻

　
　弥
四
郎
儀
京
都
町
御
奉
行

　
　
　
　
　組
ニ
同
心
相
勤
罷
在
拾
五
年
以
前

　
　
　
　
　病
死
仕
候 

桜
木
弥
四
郎
娘

一

　妹

　
　助
一
儀
長
田
越
中
守
様
御
組

　
　
　
　
　同
心
相
勤
罷
仕
候 
森
助
一
妻

一

　伯
父

　御
所
御
賄
役
相
勤

　
　
　
　
　罷
在
候 

近
藤
平
馬

一

　従
弟

　
　
　
　
　
　
　
　伯
母
聟
桜
木
助
郎
倅

　
　
　
　
　桜
木
源
之
丞
方
ニ
一
所
ニ
罷
在
候 

桜
木
助
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　叔
母
聟
甲
賀
祐
賢
倅

一

　従
弟

　丹
州
蒲
生
村
ニ
醫
師
仕

　
　
　
　
　罷
在
候 

上
田
教
伯

　
　
　
　縁
者

　
　
　
　

一

　姑

　
　
　
　
　
　
　
　
　実
系
叔
母

　
　
　
　
　桜
木
源
之
丞
方
ニ
一
所
ニ
罷
在
候 

桜
木
源
之
丞
母

一

　子
舅

　長
田
越
中
守
様
御
組
同
心

　
　
　
　
　相
勤
罷
在
候 

桜
木
源
之
丞

　
　右
之
通
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　戌
三
月 

野
田
■甚
蔵
判

 

　
　
　當
戌
二
拾
六
歳
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⑥
「
小
作
證
券
」

　
　
　
　小
作
證
券

　
　
　
　

　船
井
郡
須
知
村
字

　大

　蒲
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　小

　清
水

一
宅
地

　
　
　
　
　
　壱
ヶ
所

一
畑
地

　
　
　
　
　
　壱
ヶ
所

　小
作
米
弐
斗
七
升

右
者
今
般
都
合
ヨ
リ
宅
地
畑
地
弐
ヶ
所

小
作
米
弐
斗
七
升
ニ
テ
明
治
三
十
一
年
ヨ
リ

来
ル
四
拾
壱
年
迠
拾
ヶ
年
ノ
間
小
作
付
候

間
、
年
弐
斗
五
升
宛
上
納
仕
候
間
、
為

後
日
之
小
作
證
券
依
如
件

明
治
三
十
壱
年

　
　
　船
井
郡
須
知
村
字
蒲
生

　
　
　
　壱
月
九
日

　
　
　
　
　
　吉
田
小
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　同
郡
同
村
同
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山
崎
仙
吉
（
印
）

　同
村
同
所

　
　上
田
浅
吉
殿

　
　
　
　口
演
書

　
　
　
　

一
其
御
村
方
文
之
丞
殿
義
、
従
先
年
私
し
方

同
家
幷
ニ
御
座
候
処
、
此
度
岡
本
忠
兵
衛
様
・

上
田
丈
右
衛
門
様
預
り
御
世
話
し

　八
幡
講
江

御
加
入
成
彼
下
忝
奉
存
候
、
然
ル
上
者

万
事
宜
敷
御
頼
申
上
候

　万
々
一

不
行
届
之
義
有
之
候
ハ
ヽ
私
し
共
ゟ

猶
申
聞
可
申
候
、
為
後
日
之
口
上
書

差
出
し
申
候
草
々
以
上

　明
治
五
年

　
　
　
　上
野
村

　
　申
八
月

　
　
　
　
　
　湊
弥
右
衛
門

　
　下
蒲
生
村

　
　
　
　岡
本
氏

　
　
　
　中
村
氏

　
　
　
　上
田
氏

　
　
　
　吉
田
氏

　
　
　
　
　弓
者
御
衆
中

⑤
「
口
演
書
」
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